
 

児童福祉法に基づいて「指定児童発達支援事 

業所」としてサービス提供を行っています。  

ご利用には、次の手続きが必要になります。 

１ 健診や医療機関からの紹介をしていただき

ます。 

２ 見学希望の方は、予約をしていただきま

す。 

３ ご利用の希望がある場合は、市役所に連絡

をし、利用申請をしていただきます。 

 (障がい福祉課 ℡２０－３０２５) 

 

 

 

 

幼 児 

 

佐野市全域 

 

月～金曜日（祝祭日を除く） 

８：３０～１７：１５ 

 

 

〒３２７－０００３ 

栃木県佐野市大橋町３２１２－２７ 

（総合福祉センター内） 

 

周辺地図 

 

 

０２８３－２２－８１６７ 

✉ child@sanoshakyo.or.jp 

※見学ご希望の方は，上記の電話でご連絡  

ください。 

 

 

指定児童発達支援事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会 

保健センター 交番 

郷土
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センター 

給食セ

ンター 

  

旧勤労青少年ホーム 
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西中学校 
至

佐

野

駅  
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足
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西産業道路 

日産自動車 

所在地 

ご利用なさるには… 

対 象 

実施区域 

利用日時 



 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

（令和 5 年 2 月 1 日改正） 

利用の方には指定児童発

達支援に通常要する費用のうち、通所給付費等

の額を控除した額をお支払いいただきます。 

基本料金（利用料金 1 回分） ８８５円 

 
 
 

総
利
用
料 

児童指導員加算 １２３円 

福祉専門職員配置等加算 ６円 

個別サポート加算Ⅰ １００円 

欠席時対応    ９４円 

相談支援加算Ⅰ（個別） １００円 

相談支援加算Ⅱ（グループ） ８０円 

 処遇改善加算    総利用料の 3.3％ 

福祉介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算 総利用料の 2％ 

※状況に応じて、年度途中でも利用料金が変更

になる場合もございます。    

 

 

 

 

 

 

［グループ指導］ 月～金曜日 

☆親子グループ（10:30～11:30） 

親子で楽しく活動しながら、様々な発達が促

進できるように支援します。 

☆幼児グループ① （14:00～15:00） 

幼児グループ② （15:40～16:40） 

小集団での活動を通して、様々な発達が促進

できるように支援します。 

［個別指導］ 月～金曜日 

①１回４０分(個別)  ②１回５０分(２～３人) 

☆幼児 

 一人ひとりの子どもの状態に応じ、個々のも

っている能力が促進できるように支援します。 

 

☆発達相談 

発達や就園・就学に関する相談やお子さんへ

の関わり方や問題行動への対処の仕方などを専

門家がアドバイスをいたします。 

発達に心配のある幼児を対

象に，楽しく通所できる早

期療育の場として、ていね

いな療育を提供し，集団生

活に適応することができる

ように支援をしていきま

す。  

目 的  

サービス内容 

利用料金 


